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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、株主にとっての企業価値を高め持続的成長を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、

1）忠実義務と善管注意義務に則った経営の意思決定と執行並びに報告と監督

2）コンプライアンス、リスク管理、報告と監査、情報の管理と適時開示等の内部統制システムの構築と的確な運用

3）アカウンタビリティー及びディスクロージャーによる企業の透明性の確保

4）社会的責任の遂行と全てのステークホルダーとの良好な関係の構築

を基本方針としてその実現に努め、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 １－２－４】

当社は、現時点において議決権の電子行使並びに「株主総会招集ご通知」の英訳を行っておりませんが、当社を取り巻くコーポレートガバナンス
に関する環境変化を踏まえ、2019年３月期の株主総会より、社内体制の整備を含む必要な手続きを実施したうえで、議決権の電子行使を導入し、
「株主総会招集ご通知」の英訳を実施する予定です。

【補充原則 ４－10－１】

当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の
業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 １－４．政策保有株式】

当社は、密接な取引関係を有する等、経営戦略等の観点から保有する合理性がある銘柄について、配当及び取引金額等の便益や株価変動リス
クと資本コストとを比較検証し、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する場合に限り、政策保有株式を限定的に保有することとしており
ます。

また、当社は、議決権の行使は政策保有先の企業価値向上のための重要な手段であると捉えており、中長期的な視点で企業価値向上・株主還
元向上につながるかどうかを判断基準として、議決権の行使を行っています。特に、複数事業年度にわたり赤字が継続するなど、企業価値を著し
く毀損する可能性がある場合における役員選任議案等については、慎重に精査することとしております。

【原則 １－７．関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者間の取引については、取締役会規程に基づき、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえ
で、取締役会において承認しております。

また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引につ
いて監視する体制を確保しております。

【補充原則２－６】

当社が運用専門性を高めてアセットオーナーとしての機能を発揮できるように、人事面においては、担当者を年金運用の専門能力・知見の習得に
必要な研修会等に参加させるとともに、必要に応じて外部アドバイザーを起用して専門能力・知見を補完することとしております。

また、運営面においては随時、運用状況のモニタリングを行う等の取り組みを実施しています。

【原則 ３－１．情報開示の充実】

1)経営理念、中期経営計画及び決算説明資料等を当社ホームページ（http://www.aa-material.co.jp）において開示しております。

2)コーポレートガバナンスの基本方針を「コーポレートガバナンス報告書」及び「有価証券報告書」にて開示しております。

3)取締役の報酬については、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、社外取締役の意見も

踏まえ、取締役会の決議により決定しております。

また、業績連動型株式報酬制度を導入し、中長期的な企業価値向上を図るべ く、金銭、株式による報酬及び業績に連動した報酬を適切に設定す

る仕組みの整備を行っております。

4)、5)

(選任手続き)

役員候補者及び経営陣幹部については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の　
機会を持ったうえで、社内規程に基づき、取締役会にて決定しております。また、社外役員の独立性に関しては、金融商品取引所の定める独立　
性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。

なお、選任理由については「株主総会招集ご通知」に記載しております。

(経営陣幹部の解任の方針と手続き)

経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、取締役会にて決議し、必要に応じて株主総会に付議することとしています。
なお、解任理由については、法令等に則り、適切に開示することといたします。

(経営陣幹部の解任基準)



①公序良俗に反する行為を行った場合

②健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合

③職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合

④自責による著しい業績悪化が継続している場合

⑤その他役員及び経営陣幹部に必要な資質が認められなくなった場合

【補充原則 ４－１－１】

当社取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、重要事項と位置付けるものについて、取締役会の決議に基づく社内規程によ
り、職務分掌及び職務決裁基準を明確に定めております。

また、経営陣は取締役会からの委任を受け、当該社内規程に従って職務を執行しております。

【原則 ４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

なお、現時点においては上記に基づき２名の独立社外取締役を選任しており、具体的な選任理由は「株主総会招集ご通知」にて開示しておりま
す。

【補充原則 ４－11－１】

当社の取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役２名）、監査役３名（うち、社外監査役２名）の計１１名（うち、独立役員３名）で構成しております。
社内役員には、当社グループが展開する各事業に対する知識・経験面での全体網羅性、高度な経営管理能力及び強いリーダーシップを求めてお
ります。

また、社外役員には、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえたうえで、多様なステークホルダーの視点を経営監督に取り入れるために、
企業経営に必要な広範かつ深い知識・経験及び特定分野における相当程度の知見等のバックグラウンドの多様性を求めるものとしております。

役員候補者選任プロセスについては、【原則３－１】に記載のとおりであります。

【補充原則 ４－11－２】

社内役員については、他の上場会社役員の兼任はありません。

直前事業年度末時点における社外役員にかかる他の上場会社役員の兼任状況については、当該事業年度にかかる「株主総会招集ご通知」にお
いて開示しております。

【補充原則 ４－11－３】

当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しており
ます。

自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

平成30年12月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答すること
で匿名性を確保いたしました。この外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、平成31年１月の取締役会において、分析・議論・評価を行
いました。

その結果の概要は以下のとおりです。

アンケートの回答からは、取締役会の員数・構成は適切である、本来取締役会に上程されるべき事項が各取締役や下位の会議体等に委任される
ことはなく適切に運営されている等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしてお
ります。

また、最高経営責任者等の後継者計画の策定については後継者候補の育成を計画的に進めるとともに客観性・透明性を確保していく必要がある
との意見や、株主との対話内容についても適切にフィードバックを行う必要があるとの意見等を共有したほか、取締役会の機能の更なる向上、議
論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを
継続的に進めてまいります。

【補充原則 ４－14－２】

当社では、取締役及び監査役に対し、期待される役割・責務、必要とされる資質・知識等を考慮のうえ、必要な研修等を実施しております。

【原則 ５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、ホームページ上に業績・事業内容・経営理念等を掲載しております。そのうえで、総務管掌取締役及び総務部のＩＲ担当者が窓口となり、
株主・投資家からの面談の申込みについては所有株式数など諸要件を勘案して可能な限り対応しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

太平洋セメント株式会社 3,291,555 42.32

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 283,598 3.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 261,300 3.36

明治安田生命保険相互会社 231,300 2.97

株式会社みずほ銀行 201,300 2.59

株式会社三井住友銀行 188,400 2.42

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 136,200 1.75

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 123,500 1.59



日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 102,500 1.32

株式会社不二商会 85,500 1.10

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 ガラス・土石製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田倉　榮美 弁護士

東海 秀樹 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田倉　榮美 ○ ―――

田倉氏は、過去に社外役員となること以外の方
法で、直接会社経営に関与したことはありませ
んが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験
と専門知識をもとに、当社の経営に対して適切
な発言と監督を行っていただき、引き続き当社
のコーポレートガバナンス機能の強化を図れる
と判断したためです。

同氏は独立役員の定義に該当し、一般株主と
の利益相反を生じるおそれはないと判断し、独
立役員に指定しております。



東海 秀樹 ○ ―――

東海氏は、過去に社外役員となること以外の方
法で、直接会社経営に関与したことはありませ
んが、国税局での豊富な経験を持った税理士
として企業税務に精通していることに加え、会
計に関する高度な専門的知識を有しており、当
社の経営に対して適切な発言と監督を行って
いただき、当社のコーポレートガバナンス機能
の充実を図れるものと判断したためでありま
す。

同氏は独立役員の定義に該当し、一般株主と
の利益相反を生じるおそれはないと判断し、独
立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

1） 監査の実効性を高め質的な向上を図るため、監査役は会計監査人との会合を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。

2） 監査役は会計監査人から年度の監査実施計画の説明を受け、必要に応じて協議・調整を行い監査を実施しております。

3） 監査役は会計監査人から監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。

4） 内部監査部門として内部統制部を設置しており、監査役は必要に応じ内部監査に立ち会う他、定期的に内部統制部の報告を聴取する等、監

査役と内部統制部は連携を図っております。

5） 監査役と内部統制部は必要に応じ会合を持ち、関係会社の内部監査結果の報告やコンプライアンス、内部統制、リスク管理等に関する意見

交換を行っております。

6） 特定部門の特定事項に関する内部統制部による監査の実施や、監査に盛り込む重点監査項目について、監査役が内部統制部に意見を述べ

ることができることとしております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

毛利　裕 他の会社の出身者 △

松井　功 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）



m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

毛利　裕 ○ ―――

毛利氏は、長年にわたる金融機関での業務経
験及び常勤監査役としての実績に加え、企業
経営者としての経験並びに知見を有することか
ら、業務執行の適正性確保を担う監査役として
十分な見識を有していると判断したためであり
ます。

同氏は、当社の主要取引先かつ主要株主であ
る株式会社みずほ銀行出身ですが、退任後５
年以上が経過しております。現時点においては
当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独
立性に特段の問題はないことから、同氏を独立
役員に指定しております。

松井　功 　 ―――

太平洋セメント株式会社における財務及び会
計並びに企画に関する豊富な経験に加え、
各々の分野で深い知見を有しており、就任以
来当社の業務執行の適正性確保に対し、有益
な助言をいただいており、引き続き社外監査役
として適任であると判断したためであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績に連動した金銭及び株式による報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成29年度の報酬額は、取締役８名に161百万円を支払っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役をサポートする専門部署は設置いたしておりませんが、必要に応じて総務部、内部統制部等の関係部署が適時対応
しております。

また、取締役会の開催に際しては、必要に応じ、事前に社外取締役及び社外監査役に対し、議案等の説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1．会社法上で規定されている株式会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人を基本として定めて

　 おります。

　1）取締役会

　　 取締役会は、取締役８名（内、社外取締役２名）で構成される他、必要に応じ執行役員の出席を求め、監査役も出席の上、経営方針等の重要

　　 事項に関する意思決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。

　2）監査役会

　　 監査役会は、監査役３名（内、社外監査役２名）で構成され、監査役会で策定された監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要な会

　　 議への出席や、業務及び財産の監査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

　　 監査の実効性を高め質的な向上を図るため、会計監査人との会合を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。

　　 また、代表取締役と定期的会合を開催し、相互認識と信頼関係を深めるようにしております。

　　 監査役は、必要に応じて内部監査に立ち会う他、定期的に内部統制部の報告を聴取する等、内部統制部との連携を図っております。

　　 なお、社外監査役２名は当社に対する利害関係はありません。

　3）会計監査人

　　 会計監査人につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任しております。業務

　　 を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

　　 なお、監査法人及び監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士は、全員

　　 継続関与年数が７年以内であります。

　　　業務を執行した公認会計士名

　　　　指定有限責任社員　　業務執行社員　　三浦太、唯根欣三

　　　会計監査に係る補助者の構成

　　　　公認会計士　７名　　その他　27名

2．経営に係る重要な業務執行に関する体制を次のとおり定めております。

　1）執行役員

　　 経営の意思決定及び監督と業務執行のそれぞれの機能の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役が

　　 担う「会社の意思決定と監督」という機能とは別に「会社の一定領域の業務執行」という機能を担う役員として位置付け、業務執行の迅速性と

　　 機能性を高めております。

　　 なお、一部の執行役員は取締役を兼務し、業務執行場面の問題を経営政策に反映させやすくしております。

　2）経営会議

　　 社長、管掌役員、常勤監査役を構成員とする経営会議を設置し、会社の重要な業務執行に関する事項を審議し、取締役会で決定された

　　 範囲での決定を行うと共に、事業部門の執行業務の経過及び結果の報告を受けております。

　

3．取締役の選任については、取締役会で決議された候補者を株主総会の決議により選任しております。取締役の報酬については、株主総会で

承認を受けた報酬枠の範囲内で取締役会の決議により定められております。

4．監査役の選任については、監査役会の同意を受けた候補者を株主総会の決議により選任しております。監査役の報酬については、株主総会

で承認を受けた報酬枠の範囲内で監査役会の決議により定められております。

5．弁護士には、随時、法務やコンプライアンスに関する指導や助言を受けております。

6．企業の社会的責任を果たし、企業価値を継続的に増大させていくと共に、全てのステークホルダーにおける安心感、安定感の確保を目的とし

て内部統制システムの整備を推進しており、この内部統制システムを経営と直結させ、一元的に運営、推進していくために、内部統制・リスク

マネジメント本部長を長とした内部統制委員会を設置し、委員会を運営する事務局として内部統制部が当たります。

また、内部統制が実質的に機能するため、法令、法規の遵守状況の監査は総務部法務グループ、内部統制に係る監査は内部統制部が社

内監査を実施しております。

7．コンプライアンスについては、法令、法規を遵守し、社会的な倫理に則した企業活動を遂行するため、内部統制委員会を設置し、「行動規範」、

「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス宣言」及び「コンプライアンス規程」を整備し、社内への周知と啓蒙を行っております。また、コンプ
ライアンスに反する行為を早期に把握し、損失を最小化するため、当社の内部通報制度であるヘルプライン制度の主旨の徹底を図り、機能を充
実、強化しております。ヘルプライン受付窓口は、グループ内受付窓口については内部統制部内に、当社子会社の社内受付窓口については各社
総務部署内に、社外受付窓口については当社が指定している弁護士事務所内に設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記取組の結果、客観的な立場から経営を監視する体制が機能していると判断し、現在の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の３週間程度前に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 当社の株主構成から判断すると、将来的な検討課題と考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社の株主構成から判断すると、将来的な検討課題と考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 海外投資家の比率が低いため、将来的な検討課題と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示情報等の開示資料を当社ウェブサイトに掲載しておりま

す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念に「ステークホルダーとの良好な関係維持」について定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 各工場においてＩＳＯ14001の取得を推進しており、環境負荷低減活動を行っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

企業価値に影響を与える重要な事項については速やかに開示し、透明性と信頼性の向上
に努めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、業務の適正並びに効率的運用、事業目的の達成に係わるリスクの低減、企業価値の向
上、企業の持続的発展及び全てのステークホルダーにおける安心感、安定感の確保を目的として次のとおり内部統制システムの構築と的確な運
用を図るために「内部統制システムの整備に関する基本方針」を以下のとおり取締役会で決議しております。

1．内部統制システムに関する取締役会の責務と取締役及び執行役員の基本的義務

　1）当社の取締役会は、業務執行の適正を確保するための体制の構築について決議し、内部統制システムに関する取締役及び執行役員の職

　　 務の執行を監督する。

　2）当社の取締役及び執行役員は、取締役会の決議に従い内部統制システムの構築、整備、運用に関する役割と責任を負う。

　3）当社の取締役又は執行役員は、取締役会において、内部統制システムの構築、整備、運用状況について年２回（中間、最終報告）の報告を

　　 行う。

2．当社グループの取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令、定款その他社内規程等に適合することを確保するための体制

　1）当社は、コンプライアンス、内部統制に係る諸規程を整備の上、グループ規約に基づき会社の規模や業態に応じてこれらを当社子会社に適

　　 用し、周知徹底を図る。

　2）取締役、執行役員及び従業員は、「経営理念」、「行動規範」、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス宣言」に沿って行動し、法令、

　　 定款その他社内規程等を遵守する。

　3）取締役、執行役員及び各職位者の職務、権限、責任の範囲を明確にするため、会社の規模や業態に応じて関連規程を整備し、その周知徹

　　 底を図る。

　4）内部統制の実効を確保し、遵法の徹底を図るための教育、研修体系を整備の上、取締役、執行役員及び従業員がこれを受講し、自己啓発を

　　 図る。

　5）内部統制システムを経営と直結させ、一元的に運営、推進していくために、内部統制委員会を設置し、当該委員会を運営する事務局は内部

　　 統制部が当たる。

　6）内部統制委員会は、法令、定款、社会通念、社内規程及び企業倫理の遵守を推進する。

　7）日常業務において、内部統制が実質的に機能するための自主、自立的な内部管理の徹底を図ると共に、内部監査規程に従い内部統制部

　　 による監査を実施する。

　8）総務部法務グループは、法令、法規に関する遵法の指導、管理を行う。

　9）従業員は、法令、定款違反、社内規程違反または社会通念に反する行為等が行われていることを知った時は、「ヘルプライン制度運用規

　　 程」 に基づきヘルプライン制度を利用する。ヘルプライン受付窓口（当社の内部統制部長、当社子会社の総務責任者または当該規程にて

　　 定める弁護士）は、直ちに、受付内容を内部統制部長に報告し、内部統制部長は、内部統制・ リスクマネジメント本部長及び監査役に報告

　　 する。報告を受けた内部統制・リスクマネジメント本部長は、当該報告事項を社長に報告する。

10）ヘルプライン制度の主旨の徹底と機能の充実を図り、利用者の保護を図ると共に、利用者は、責任をもって公正に当該制度を利用する。

11）経営に重要な影響を与える事項が発生した場合には、当該部署は、直ちに管掌役員または各本部長に報告する。

3．当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　1）取締役及び執行役員は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、重要な契約書、その他適正な業務執行を確保するた

　　 めに必要な文書その他の情報を、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程に基づき作成の上、適切に保存する。

　2）取締役、執行役員及び監査役が前記の情報を常時閲覧できるよう管理する。

　3）取締役及び執行役員は、重要な営業秘密、ノウハウ、機密情報や、個人情報他、法令上保存、管理が要請される情報等が漏洩しないよう

　　 管理を徹底させる。

　4）情報の開示は、東京証券取引所の開示ルールに従い適時適正に行う。

　5）取締役及び執行役員は、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護規程」等の周知を図り、情報の管理を徹底させる。

4．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　1）当社は、当社グループにおける事業目的の達成に係るリスクを回避し、または、当該リスク発生により生じた損失の極小化を図るため「リス

　　 ク管理規程」を定める。

　2）「リスク管理規程」に基づきグループ全体におけるリスクを収集、分析、重要度の分類を行った上、会社の規模や業態に応じてリスクの未然防

　　 止、リスクの最小化を図るための規程、ルール、マニュアルを整備し、リスク管理の徹底を図る。

　3）日常業務におけるリスク発生の未然防止のための内部管理の自主的実施とその充実及び徹底を図ると共に、会社の規模や業態に応じて

　　 内部監査及び法務監査体制を強化する。

　4）人命リスク及び経済的リスクが大きい大規模災害、火災等重大事故への対応に関する管理規程を定め、人命を優先し、かつ、地域社会への

　　 影響や損害の極小化を考慮した対策を図る。

　5）経営に重要な影響を及ぼす虞のあるリスクを危機の発生と捉え、その危機管理体制に関する基本的事項を「危機管理規程」に定め、当該リ

　　 スクが発生した場合は、緊急対策本部を設置し、事態への対応を図る。

　6）当社は、「与信管理規程」を定め、商取引の安全性を高めて債権の保全を図る。

5．当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　1）当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督と業務執行のそれぞれの役割を明確にし、執行役員に一定領域の業務を委ね、

　　 その迅速性と機能性を高める。

　2）当社は、「関係会社管理規程」に基づき当社子会社の管理を行う。

　3）当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する規程を整備し、会社の規模や業態に応じて当社子会社にこれに

　　 準拠した規程を整備させる。

　4）当社は、取締役会を原則として１ヶ月に１回開催し、経営の重要な意思決定及び取締役の業務執行状況の監督を行い、取締役及び執行

　　 役員は、取締役会において職務執行状況の報告を行う。

　5）当社の取締役、執行役員及び常勤監査役を構成員とする経営会議を原則として毎週開催し、当社グループの重要な業務執行に関する事項

　　 を決定すると共に、取締役及び執行役員は、当社グループの重要な業務執行について報告を行う。

　6）当社グループは、三事業年度を期間とする当社グループにおける中期経営計画を策定し、事業年度ごとにグループ全体の予算配分等を定

　　 め、その実績について評価を行う。

　7）日常の職務執行に際しては、「決裁規程」等に基づき権限と責任の委譲を行い、業務を遂行させる。



6．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　1）当社は、当社の取締役及び子会社の取締役または子会社を所管する当社の部署の長が出席する会議を定期的に開催し、当社グループ

　　 の営業成績、財務状況等重要事項について報告を行う。

　2）当社は、子会社の取締役又は子会社を所管する当社の部署の長に対し、経営に重要な影響を与える事項が発生した場合における

　　 当該事項の報告を義務づける。

　3）内部統制委員会は、企業集団に属する子会社各社に、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針の主旨を周知徹底し、子会社の

　　 自主性を尊重しつつ、子会社各社に、経営管理の実効性を確保する体制を整備させる。

　4）当社は、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針及びグループ規約に基づき整備、改訂される当社の規程、ルールを参考に会

　　 社の規模や業態に応じて子会社の規程、ルールを整備させる。

　5）内部統制委員会は、当社グループ全社を網羅するものとし、当社グループに内在する諸問題及び重大なリスクについて、当社グループ全体

　　 の利益の観点から協調して審議を行い、可能な限り企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努める。

　6）内部統制部は、「関係会社管理規程」に基づきグループ統制の観点から内部統制指導を行い、必要に応じて監査を行う。

7．財務報告の信頼性を確保するための体制

　1）当社グループは、金融商品取引法及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」（金融庁）に

　　 基づき、「財務報告に係る内部統制基本方針書」を定める。

　2）当社グループは、「財務報告に係る内部統制基本方針書」に基づき財務報告の信頼性を確保することに努める。

8．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人（監査役スタッフ）に関する事項

　1）当社の内部統制部所属員の内、１名に監査役スタッフを兼任させる。

　2）当社は、当社の監査役の職務遂行上、適切な人員を確保する。

9．監査役スタッフの取締役からの独立性及び監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項

　1）当社の監査役に命じられた業務に関しての監査役スタッフに対する日常の指揮命令権は、当社の監査役にあり、取締役その他の指揮命令を

　　 受けない。

　2）監査役スタッフは、当社の監査役が行う監査に必要な調査及び情報収集の権限を有する。

　3）当社の取締役及び執行役員は、監査役スタッフとしての従業員の人事考課、異動等について、当社の監査役と事前に協議を行う。

10．当社グループの取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　1）当社グループは、当社の監査役の職務執行のため、当社の監査役に対し、経営に重要な影響を与える事項及び当社グループにおける重要

　　 な業務執行について報告を行う。

　2）当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、監査役の要求に応じて報告、情報提供を行う。

　3）当社の管掌役員または各本部長は、当社の監査役に対し、重要事項発生報告（当社子会社からの報告を含む。）の内容について報告を行

　　 う。

　4）内部統制部長は、当社の監査役に対し、ヘルプライン制度の受付内容（当社子会社の受付内容を含む。)について報告を行う。

11．前記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　1）当社の監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うこ

　　 とを禁止し、その旨を周知徹底する。

12．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方

針に関する事項

　1）当社は、当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を請求した時は、所定の手続きを経た上で、遅滞なく、

　　 当該請求に係る費用または債務を処理する。

13．その他監査役監査の実効性を確保する体制

　1）当社は、当社の監査役が取締役会決議に基づいて整備される内部統制システムに関し、当該取締役会決議の内容及び取締役が行う内部

　　 統制システムの整備状況を監視し検証できる体制を確保する。

　2）当社の監査役は、当社の取締役会に出席する他、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて重要な報告を求めることができる。

　3）代表取締役は、当社の監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換の他、意思の疎通を図る。

　4）内部統制部は、当社の監査役に対して監査計画、監査結果等について報告を行うと共に、情報交換、意見交換等連携を図る。

14．反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制

　1）当社は、市民生活の秩序や安全を脅かす反社会的勢力、団体等とは一切の関係を持たず、これら勢力からの不正、不当な要求に対しては、

　　 毅然たる態度で拒否する旨を「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス宣言」に定め、反社会的勢力を排除し、関係を遮断する。

　2）反社会的勢力に対応する統括部署を総務部とし、関係部署及び外部機関との連携を整備する。

　3）当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払い、何らかの関係を持った場合は統括部署を中心に

　　 関係部署及び外部機関と連携し、速やかに関係を解消する。

15．ＩＴの活用

　1）基幹システムに内部統制を有効に機能させる仕組みを織り込み、日常の業務プロセスにおけるＩＴ統制を整備し、運用の強化を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

上記「14．反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制」に記載のとおりであります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


